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(57)【要約】
　電気凝固反応器（ＥＣＲ）装置、および流体流の処理
でＥＣＲ装置を使用する方法。ＥＣＲ装置は、水平に積
み重ねられた複数の電極プレートを収容する、非腐食性
の円筒状電解槽を含む。電極プレートは、溝を切られた
三日月形非導電性挿入体の対に保持される。ＥＣＲ装置
は、電解槽内での流体の連続した単一蛇行流れを容易に
する一体化流れ誘導器をそれぞれが有する２つの端部フ
ランジをさらに含む。ＥＣＲ装置は、単一の流れ入口お
よび単一の流れ出口をさらに含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体流を処理する電気凝固反応器（ＥＣＲ）装置であって、
　（Ａ）電極実装フレームであって、
　　（ｉ）対向する挿入体の対であって、前記挿入体のそれぞれが複数の挿入開口を含む
、対向する挿入体の対と、
　　（ｉｉ）複数の電極プレートを含む電極スタックであって、前記複数の電極プレート
が上部および下部端子電極を含み、前記電極プレートのそれぞれが、前記対向する挿入体
の対に形成された対向する挿入開口の対内に水平に積み重ねられる、電極スタックと
を含む電極実装フレームと、
　（Ｂ）円筒状側壁を含む電解槽であって、前記電極実装フレームが前記電解槽内に挿入
される、電解槽と
を含み、
　導電バーが、前記水平に積み重ねられた上部および下部端子電極のそれぞれの長さにわ
たって延びる、ＥＣＲ装置。
【請求項２】
　前記挿入体のそれぞれの外側側壁が湾曲しており、前記挿入開口のそれぞれが前記挿入
体の内側側壁に形成される、請求項１に記載のＥＣＲ装置。
【請求項３】
　前記電極のそれぞれが隣接する電極から所定の距離に配置される、請求項２に記載のＥ
ＣＲ装置。
【請求項４】
　前記挿入体のそれぞれが三日月形である、請求項１に記載のＥＣＲ装置。
【請求項５】
　前記挿入体のそれぞれが非導電性である、請求項１に記載のＥＣＲ装置。
【請求項６】
　前記挿入体のそれぞれが取り外し可能かつ交換可能であるように構成される、請求項１
に記載のＥＣＲ装置。
【請求項７】
　前記挿入体のそれぞれが、前記流体流を前記複数の電極プレート上の１つまたは複数の
活性領域に誘導するように構成される、請求項１に記載のＥＣＲ装置。
【請求項８】
　前記挿入体の外側側壁が１つまたは複数の挿入開孔を含む、請求項２に記載のＥＣＲ装
置。
【請求項９】
　前記電解槽の円筒状側壁が１つまたは複数の開口をさらに含み、前記電極スタックが前
記電解槽内に挿入されると、各挿入開孔が、前記電解槽の円筒状側壁上の対応する開口と
整列して貫通穴を形成する、請求項８に記載のＥＣＲ装置。
【請求項１０】
　ロック装置をさらに含み、前記ロック装置が、前記電極実装フレームを前記電解槽に固
定連結するために前記貫通穴に螺入される、請求項９に記載のＥＣＲ装置。
【請求項１１】
　複数の双極電極プレートが前記端子電極の中間に積み重ねられる、請求項１に記載のＥ
ＣＲ装置。
【請求項１２】
　各電極プレートが隣接する電極プレートと水平方向に位置が合った状態で積み重ねられ
、前記電極プレートのそれぞれが、流体入口および流体出口に垂直な平面に配置される、
請求項１に記載のＥＣＲ装置。
【請求項１３】
　前記導電バーが、外側面または上部および下部端子電極の上方に取り付けられる、請求
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項１１に記載のＥＣＲ装置。
【請求項１４】
　第１および第２のフランジをさらに含み、前記フランジのそれぞれが前記電解槽の第１
および第２の端部を封止するように構成され、前記導電バーが少なくとも前記第１のフラ
ンジを貫通する、請求項１に記載のＥＣＲ装置。
【請求項１５】
　前記第１および第２のフランジのそれぞれが複数の一体化流れ誘導器をさらに含む、請
求項１４に記載のＥＣＲ装置。
【請求項１６】
　前記複数の一体化流れ誘導器が前記電解槽内の廃水の蛇行流れを容易にする、請求項１
５に記載のＥＣＲ装置。
【請求項１７】
　流体流を処理する方法であって、請求項１に記載の電気凝固反応器（ＥＣＲ）装置に前
記流体流を通すことを含む、方法。
【請求項１８】
　前記流体流を前記ＥＣＲ装置に通す前に、加圧された塩性海水流と前記流体流とを混合
することをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記電極プレートのそれぞれの間のプロセス流の一様かつ均等な流れを容易にするため
に、対向する挿入開口の各対を、対向する挿入開口の隣接する対から所定のかつ等しい距
離に形成することをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記電解槽のための端部フランジの対を設けることをさらに含み、各フランジが一体化
流れ誘導器を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記プロセス流の蛇行流れを容易にすることをさらに含み、前記蛇行流れが、前記電解
槽の底部の入口から前記電解槽の上部の出口までの前記流体流の連続したかつ一連の流れ
を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記電極スタックを現場で洗浄することをさらに含み、前記洗浄が、
　加圧された水流が上に向かって前記電極スタックを流れるのを可能にすることであって
、前記水が前記電解槽の底部の入口から前記電解槽の上部の出口まで通される、可能にす
ることと、
　加圧された空気流を下に向かって前記電極スタックに通すことであって、空気が前記電
解槽の上部の出口から通される、通すことと
を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　前記電極スタックを約０．５５２ＭＰａ～約０．８２７ＭＰａ（約８０ｐｓｉ～約１２
０ｐｓｉ）で洗浄することをさらに含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記洗浄が所定の時間間隔で実施される、請求項２３に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、水の処理に関し、より詳細には、工業廃水および沖合海洋廃水を処
理する電気凝固装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気凝固は、廃水の処理に使用することができる。電気凝固では、廃水から汚染物を除
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去するために電流を使用する必要がある。本明細書で使用される場合、「廃水」という用
語は、汚染物が健康に必ずしも有害ではないことがあり得るとしても、人がその汚染物を
除去することを望み得る任意の水流を含む。汚染物には、重金属、バクテリア、生物学的
酸素要求量（ＢＯＤ：Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ｏｘｙｇｅｎ　ｄｅｍａｎ）、化学的酸
素要求量（ＣＯＤ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｏｘｙｇｅｎ　ｄｅｍａｎｄ）、全溶解固形物（
ＴＤＳ：Ｔｏｔａｌ　ｄｉｓｏｌｖｅｄ　ｓｏｌｉｓ）、総懸濁固体量（ＴＳＳ：Ｔｏｔ
ａｌ　ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ　ｓｏｌｉｄｓ）、ウイルス、殺虫剤、砒素、ＭＴＢＥ（メチ
ルターシャリブチルエーテル）、およびシアン化物があり得る。汚染物は、電荷によって
水中で懸濁することができる。電気凝固は、化学的または生物学的添加物の使用を必要と
しないため、環境にとって安全な処理プロセスである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　廃水処理には、電気凝固（ＥＣ：ｅｌｅｃｔｒｏｃｏａｇｕｌａｔｉｏｎ）装置を通る
汚染廃水流の通路が必要である。従来のＥＣ装置は、直立して列をなした構成で配置され
た導電性金属プレートの１つまたは複数の対を有する電解槽を含む。そのような各対は、
カソードとして機能するプレートと、アノード電極として機能する別のプレートとを含む
。電極は、処理すべき水中に沈められる。アノードは、鉄、鋼、ステンレス鋼、アルミニ
ウム、チタン、チタン合金、または他の弁金属基板として得ることができる。
【０００４】
　電流が電解槽に印加されると、アノード材料は、アノード面の酸化により、電気化学的
に溶解し始め／侵食され始め、一方、カソード面は、不動態化され、溶解しない。溶解す
るアノードは、「犠牲電極」と呼ばれる。犠牲電極は、（鉄）イオンを水中に連続して放
出する。放出したイオンは、廃水流中の懸濁汚染物の電荷を不安定にする。これにより、
汚染物用の核生成部分である凝集物または綿状粒子を形成することで凝固プロセスが始ま
り、次いで、汚染物は溶液から離脱する。これらの綿状粒子または綿状物は、電解質のチ
ャンバまたは槽内で浮力または重力沈下のいずれかによって管理される。
【０００５】
　従来のＥＣ装置は、直立して列をなした構成で配置された複数の金属電極プレートまた
は電極を有するタンクを含み、直立して列をなした構成において、電極は互いに平行に配
置することができる。電極を定期的に交換することは重要である。例えば、電極触媒コー
ティングが設けられた導電性非触媒基板でできた電極の場合、コーティングは、消耗、基
板からの分離、電極触媒コーティングに接触する領域での基板自体の不動態化、または他
の理由のために、時間と共に非活性化されることがある。従来のＥＣ装置はかなり大型で
あり、広範な保守を必要とする溶解空気浮上技術を利用する。従来のＥＣ装置はまた、典
型的な海底油田およびガスプラットフォーム作業者が管理するのをためらう固形物の積み
出し／運搬物流管理を必要とする。したがって、ＥＣ技術は、海底油田およびガスプラッ
トフォームで廃水処理に幅広く採用されてこなかった。
【０００６】
　したがって、耐久性があり、その寿命にわたって最小限の保守で済ますことができるＥ
Ｃ装置が必要である。ＥＣ装置は、小型船舶の船上で使用できるように、比較的狭い床面
積に実装できなければならない。ＥＣ装置は、容易に入手可能な構成要素から容易にかつ
効率的に製造され、組み立てられなければならない。ＥＣ装置は、コスト効率がよく、定
期保守を行う沖合作業者にとって安全でなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の態様は、少なくとも上記の問題および／または欠点に対処し、少なくとも下記
に説明する利点を提供することに対処する。したがって、本発明の態様は、流体流を処理
する方法および電気凝固反応器（ＥＣＲ：ｅｌｅｃｔｒｏｃｏａｇｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅ
ａｃｔｏｒ）装置を提供する。
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【０００８】
　実施形態によれば、流体流を処理するＥＣＲ装置が提供される。流体流は、廃水流、ま
たは重金属液体流などの他の任意の液体流を含み得る。ＥＣＲ装置は、（Ａ）円筒状電解
槽および（Ｂ）電極実装フレームを含む。電解槽は、電極実装フレームを受け入れる円筒
状またはドラム状チャンバまたは本体を含む。電極実装フレームは、（ｉ）対向する挿入
体の対であって、挿入体のそれぞれが複数の挿入開口を含む、対向する挿入体の対と、（
ｉｉ）複数の電極プレートを含む電極スタックとを含むことができる。各電極プレートは
、対向する挿入体の対に形成された対向する挿入開口の対内に水平に積み重ねられる。電
極実装フレームは、電解槽本体内に挿入される。
【０００９】
　各挿入体の外側側壁は湾曲している。挿入開口は、各挿入体の内側側壁に画定または形
成され得る。各電極プレートまたは電極は、隣接する電極から所定の距離に配置され得る
。さらに、各電極は、隣接する電極まで等距離であり得る。各挿入体は、略半月または三
日月形であり得る。各挿入体は、非導電性で、取り外し可能および交換可能であるように
構成される。各挿入体は、複数の電極プレートの活性領域のみに廃水を誘導するように構
成される。
【００１０】
　挿入体の外側側壁は、１つまたは複数の挿入開孔または開口を含む。電解槽は円筒状側
壁を含み、電解槽の円筒状側壁は、１つまたは複数の開口をさらに含む。電極実装フレー
ムが電解槽内に挿入されると、挿入体の外側側壁の各開口は、電解槽の円筒状側壁の対応
する開口と整列して、貫通穴を形成する。ＥＣＲ装置はロック装置を含むことができる。
ロック装置は、貫通穴に螺入されて、電極実装フレームを電解槽本体に固定連結すること
ができる。
【００１１】
　電極プレートは、上部および下部端子電極の対を含む。複数の双極電極プレートは、端
子電極の中間に積み重ねられる。各電極プレートは、隣接する電極プレートと水平方向に
位置が合った状態で積み重ねられる。導電バーは、端子電極の少なくとも一方または両方
に取り付けられ得る。
【００１２】
　ＥＣＲ装置は、第１および第２のフランジをさらに含む。各フランジは、円筒状電解槽
の第１および第２の端部を封止するように構成される。第１および第２のフランジのそれ
ぞれは、複数の一体化流れ誘導器をさらに含む。流れ誘導器は、電解槽内の廃水の蛇行流
れを容易にするように構成される。
【００１３】
　別の実施形態によれば、流体流を処理する方法が開示される。方法は、加圧された塩性
海水流を流体流と混合してプロセス流を形成することと、電極を使用してプロセス流を電
気分解にかけることにより、綿状沈殿物の形成を容易にするために、本明細書で説明する
ＥＤＲ装置にプロセス流を通すこととを含み、綿状沈殿物は、懸濁固形汚染物を含む。別
の態様では、方法は、流体廃物流を加圧された塩性海水流と混合することなく、流体廃物
流をＥＣＲ装置に通すことを含む。
【００１４】
　方法は、綿状沈殿物を沈降させることと、ＥＣＲ装置に動作可能に連結された沈殿タン
クから実質的に汚染物のない上澄み液を排出することとをさらに含む。
　方法は、電極プレートのそれぞれの間のプロセス流の一様かつ均等な流れを容易にする
ために、対向する挿入開口の各対を、対向する挿入開口の隣接する対から所定のかつ等し
い距離に配置することをさらに含む。ＥＣＲ装置内において、プロセス流の蛇行流れが容
易にされる。
【００１５】
　方法は、電極プレートを高圧状態下で現場洗浄することをさらに含む。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１Ａ】本発明の実施形態による電気凝固反応器装置の図を示す。
【図１Ｂ】本発明の実施形態による電気凝固反応器装置の図を示す。
【図２】本発明の実施形態による電気凝固反応器装置の構成要素の概略図である。
【図３】本発明の実施形態による電極実装フレームの斜視図である。
【図４】本発明の実施形態による端部フランジおよび電極の断面図である。
【図５】本発明の実施形態による、複数の電極プレートを有する電極実装フレームを含む
電気凝固反応器装置の斜視図である。
【図６】本発明の実施形態による、複数の電極プレートを有する電極実装フレームを含む
電気凝固反応器装置の斜視図である。
【図７】本発明の実施形態による電極実装フレームを含む電気凝固反応器装置の斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の特定の例示的な実施形態の様々な態様、特徴、および利点が、添付図面と併用
される以下の説明からさらに明らかになるであろう。
　図１Ａおよび図１Ｂは、例示的な実施形態によるＥＣＲ装置の２つの図である。ＥＣＲ
装置１００は、円筒状または管状電解槽１１０を含むことができる。電解槽１１０は、第
１の取り外し可能なフランジまたは端子アクセスカバー１０６、および第２の取り外し可
能なフランジまたは端子アクセスカバー１０８の対で簡便に封止することができる。電解
槽１１０は、同様の圧力下で撓みやすい平板状本体を有する従来のＥＣ装置とは対照的に
、高い流体／静液圧に耐えるために円筒状の形状に構成されている。好都合には、電解槽
１１０は、任意の円筒形または管形構造物から作製することができる。例えば、電解槽１
１０は、パイプなどの業界標準または一般に入手可能な任意の構成要素から作製すること
ができる。電解槽１１０は、流体入口１０２および流体出口１０４を含む。
【００１８】
　電解槽１１０は、任意の適切な非腐食性および非導電性材料で作製することができる。
電解槽１１０は、例えば、ＰＶＣ、他のプラスチック、またはコーティング付き金属で作
製することができる。電解槽１１０は、任意の適切な大きさ／長さ／直径を有することが
できる。
【００１９】
　図２は、ＥＣＲ装置の例示的な構成要素２００を示す。構成要素２００は、前に説明し
た管状／円筒状電解槽１１０を含むことができる。電解槽１１０は、電解槽１１０に合致
する下部四分円に配置された流体入口１０２と、電解槽１１０に合致する上部四分円に配
置された流体出口１０４とを含む。電解槽１１０は、複数の電極を収容するための電極実
装フレーム２０２をさらに含む。
【００２０】
　図２および図３を参照すると、電極実装フレーム２０２は、非導電性挿入体３０２Ａお
よび３０２Ｂの対を含むことができる。挿入体３０２Ａ、３０２Ｂは、ポリ塩化ビニル（
ＰＶＣ）、塩素化ポリ塩化ビニル（ＣＰＶＣ）、アクリロニトリルブタジエンスチレン（
ＡＢＳ）、または他の適切な非導電性材料で作製することができる。
【００２１】
　挿入体３０２Ａの内側側壁は、挿入体３０２Ｂの内側側壁に面するように配置されてい
る。挿入体３０２Ａは、挿入体３０２Ｂから所定の距離で離間することができる。各挿入
体３０２Ａ、３０２Ｂの内側側壁は、複数の溝または開口（図示せず）を含むことができ
る。挿入体３０２Ａ、３０２Ｂは、挿入体３０２Ａの挿入開口が挿入体３０２Ｂの挿入開
口と略整列するように配置され、それにより、挿入開口の対応する対を形成している。各
挿入開口対は、隣接する挿入開口対から所定の距離で離間している。挿入開口は、電極プ
レート２０４Ａ、２０４Ｂ（まとめて「電極」と称する）を確実に受け入れるような大き
さとすることができる。所定の距離は、１つまたは複数の電極の幅に略等しくすることが
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できる。挿入体３０２Ａ、３０２Ｂは、流体流を電極の活性領域のみに誘導するように構
成され、電極の非導電性領域または死領域を最小限にすることができる。挿入体３０２Ａ
、３０２Ｂは、使用することでおよび時間と共に摩耗することがあるため、作業者によっ
て容易にかつ簡便に取り外されて、交換されるように設計されている。これはまた、ＥＣ
Ｒ装置の動作寿命を延ばすこともできる。
【００２２】
　挿入体３０２Ａ、３０２Ｂの外側側壁は、電解槽１１０の内径に一致する幾何形状を有
することができる。例えば、外側側壁は湾曲することができる。挿入体３０２Ａ、３０２
Ｂの内側側壁は、挿入体３０２Ａ、３０２Ｂが略三日月形であるように、略平坦とするこ
とができる。図７に示すように、挿入体３０２Ａ、３０２Ｂは、電極を受け入れる複数の
溝または開口２０３を含むことができる。
【００２３】
　挿入体３０２Ａ、３０２Ｂは、電解槽１１０に溶接することができる。挿入体３０２Ａ
、３０２Ｂは、適切な力を加えることにより、電解槽１１０内に挿入することができるよ
うな大きさとすることができる。挿入体３０２Ａ、３０２Ｂは、適切なロックまたは固定
機構を受け入れる１つまたは複数の挿入開孔２０８を含むことができる。電解槽１１０は
また、対向する側壁に電解槽開口２２２の対を含むこともできる。挿入体３０２Ａ、３０
２Ｂは、挿入開孔２０８が各電解槽側壁の電解槽開口２２２と整列して、挿入体固定また
はロック装置２１６、２１８を受け入れる貫通穴を形成するように、電解槽１１０内に配
置されている。挿入体ロック装置２１６、２１８には任意の適切な装置があり得る。一実
施形態では、ロック機構には六角ボルト／ワッシャ／Ｏリングアセンブリがあり得る。こ
れらの構成は、挿入体３０２Ａ、３０２Ｂが時間の経過と共に老朽化したときの挿入体３
０２Ａ、３０２Ｂの定期交換を容易にする。
【００２４】
　図５および図６に示すように、電極実装フレーム２０２は、電解槽１１０内に挿入する
ことができる。電極実装フレーム２０２は、複数の平面状双極金属プレート２０４Ｂおよ
び端子電極２０４Ａの対を有する電極スタックを含む。双極金属プレート２０４Ｂは、消
耗電極として機能する。電極プレート２０４Ａ、２０４Ｂは、互いに平行に配置すること
ができる。さらに、電極２０４Ａ、２０４Ｂは、電解槽１１０から個別に取り外すことが
できるように構成することができる。これは、作業者が必要に応じて電極２０４Ａ、２０
４Ｂを簡便に交換するか、または再活性化するのを可能にする。図５に示すように、導体
または電流分散バー２０６の対は、上下の端子電極２０４Ａの非反応面に溶接することが
できる。
【００２５】
　再度図３を参照すると、複数の双極電極プレート２０４Ｂは、上下の端子電極プレート
２０４Ａの対間に、またはこれらの中間に挟み込まれている。端子電極２０４Ａは、処理
すべき流体用の複数の接触面を画定するために、中間電極２０４Ｂと同じ平面内に位置す
る。端子電極２０４Ａは、流体または廃水処理サイクルの段階に基づき、アノードまたは
カソードとしてのみ機能するように構成されている。しかし、中間電極２０４Ｂは、一方
の平面状のまたは平坦な側をアノードとすることができ、同じ電極２０４Ｂの他方の平面
状のまたは平坦な側をカソードとすることができる双極である。電極２０４Ｂの電気極性
は、定期的に逆にして、各電極２０４Ｂが一様に摩耗するように摩耗パターンを交互に代
えることができる。
【００２６】
　端子電極プレート２０４Ａは、その摩耗速度が比較的遅いため、中間電極２０４Ｂと比
べて薄くすることができる。中間電極２０４Ｂおよび端子電極２０４Ａは、鉄、鋼、炭素
、銅、アルミニウム、セラミック、チタン、チタン合金、または他の弁金属からなる基板
を含むことができる。端子電極２０４Ａには、その溶解速度を遅くし、有効寿命を延ばし
ながら、なおも電流を通すために、スズ、ルテニウム、イリジウム、パラジウム、ニオブ
、または他の電極触媒材料の酸化物からなる混合物を含有する、表面に施された外側電極
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触媒コーティングを設けることができる。有効寿命の延長は、価値のあるコスト節減に寄
与する。電極２０４Ｂおよび端子電極２０４Ａは、挿入体３０２Ａ、３０２Ｂ間に所定の
連携間隔で配置することができる。
【００２７】
　電極２０４Ａ、２０４Ｂは、水平配置で積み重ねられている。この水平配置により、電
極２０４Ａ、２０４Ｂの比較的大きい表面積が消費／活用に確実に使用できるようになる
。これは、動作性能を向上させることができる。さらに、従来のＥＣ装置と異なり、電極
２０４Ａ、２０４Ｂは封止される必要がない。有利には、全表面積のほとんど、すなわち
、電極２０４Ａ、２０４Ｂの表面積の約９５％以上が利用され得る。他方で、従来のプレ
ートおよびＥＣ装置のフレームでは、電極表面積の７０％未満が消費に使用可能である。
電極２０４Ａ、２０４Ｂのより広い表面積を利用することは、電極の鋼または他の材料の
量の削減につながる可能性がある。例えば、０．９２９ｍ２（１０平方フィート）の活性
領域（それぞれが０．０９２９ｍ２（１平方フィート）の１０枚のプレート）が必要な場
合、本発明の実施形態を使用すると、それぞれが０．０９７５ｍ２（１．０５平方フィー
ト）、または総計で０．９７５ｍ２（１０．５０平方フィート）の１０枚のプレートのみ
で済むことになる。これは、７０％の利用率で、それぞれが０．１３３ｍ２（１．４３平
方フィート）、または１．３３ｍ２（１４．３０平方フィート）の１０枚のプレートを必
要とする従来のＥＣ装置とは対照的である。
【００２８】
　１つの例示的な実施形態では、１５枚の電極プレート（１４の小室を形成する）を電極
実装フレーム２０２に配置することができる。各プレートは、１２４８ｃｍ２（１９３．
５平方インチ）（長さ＝４５．７２ｃｍ（１８インチ）、幅＝２２．２３ｃｍ（８＋３／
４インチ）、厚さ＝０．６３５ｃｍ（１／４インチ））の活性表面積を有することができ
、一方で、電解槽当たりの設計流量３６００Ｌ／日を可能にする。
【００２９】
　導体または電流分散バー２０６は、上部および／または下部の端子電極２０４Ａの外側
または非反応面に溶接することができる。導体バー２０６は、端子電極２０４Ａの長さに
わたって延びることができる。この導体バー２０６は、最適な電流分散と電力供給源（図
示せず）への簡単な接続とに寄与することができる。導体バー２０６は、電極２０４Ａ、
２０４Ｂを通る電流の一様かつ均等な分散を促進し、端子電極２０４Ａおよび中間電極２
０４Ｂの面全体にわたる一様な消費を容易にする。
【００３０】
　再度図２を参照すると、導体バー２０６は、第１の端部フランジ１０６を貫通すること
ができる。安全性を高めるために、端子電極プレート２０４Ａは、第１の端子アクセスカ
バーにおいて、個別のバス接続部で終端することができる。適切な電力源から交流電流を
取り込み、その電流を整流し、接続部に直流電流（ＤＣ：ｄｉｒｅｃｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ
）を供給するために、整流器（図示せず）を使用することができる。必要とされる電圧お
よび電流の大きさは、処理すべき廃水の量と、既知の汚染物のタイプおよび濃度とによっ
て決まり得る。電極２０４Ａ、２０４Ｂの性能を最適にし、摩耗を均一にするために、整
流器からの電圧は定期的に逆転され得る。有利には、殺菌と、任意の外部凝固剤を追加す
る必要のない懸濁固形物の綿状化／凝塊形成とを目的として、流体流中の電極２０４Ｂの
両面からの一様な溶解を促進するために、極性の逆転したＤＣ電流を端子電極プレート２
０４Ａに印加することができる。さらに、極性を逆転させることには、電気分解を行う面
がより均一になるように、望ましくない堆積物および金属スケールを除去する現場洗浄効
果がある。０．０３～０．２０ＡＳＩの電流密度により、良好な凝固と、固形物および液
体のより良好な分離とをもたらす適切な綿状物を形成できることが認められた。
【００３１】
　各端子電極バス接続部は、保護カバー２２６を含むことができる。カバー２２６は、作
業者を衝撃から保護し、接続部を環境要因から保護することができる。端子電極と電源と
の間を電気接続する、アクセスプラグなどの接続装置２２８は、端子アクセスカバー２２
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６のコーナに設けることができる。アクセスプラグ２２８は、出口の穴に嵌入する金属ピ
ンを有する絶縁ケーシングを含むことができる。
【００３２】
　第１の端子アクセスカバーまたは端部フランジ１０６および第２の端子アクセスカバー
または端部フランジ１０８は、単純なボルト開閉式の閉鎖体である。好都合には、電解槽
１１０は、漏出防止状態を達成する高圧ラムを必要としない。ボルト開閉式の閉鎖体フラ
ンジ構成は、電極スタックへの前端からのアクセスを容易にする。さらに、このフランジ
構成は、中間電極２０４Ｂおよび端子電極２０４Ａの迅速な交換を容易にする。Ｏリング
２１２などのシールの対を使用して、第１の端部フランジ１０６および第２の端部フラン
ジ１０８を電解槽１１０に封着することができる。各端部フランジ１０６、１０８は、適
切なフランジ固定装置２１４を使用して、所定の位置に保持することができる。例えば、
端部フランジ１０６、１０８は、複数のボルト（例えば、１６個のボルト）、平ワッシャ
、プレート、ロックワッシャ、およびナットを用いて、所定の位置に保持することができ
る。これらのフランジ固定装置２１４は、端部フランジ１０６、１０８の開口２１０から
螺入することができ、電解槽１１０上のスタッドまたはポスト（図示せず）によって固定
することができる。ボルト付きの端部フランジ１０６、１０８は、ＥＣＲ装置の組立およ
び分解を簡単にする。端部フランジ１０６、１０８には、持ち上げ用出っ張り２３０を設
けることができる。持ち上げ用出っ張り２３０には、開口を設けることができる。当然の
ことながら、電極実装フレーム２０２が電極２０４Ａ、２０４Ｂと共に電解槽内に挿入さ
れると、ＥＣＲ装置２００の重量が大幅に増加する。したがって、好都合な取り扱いおよ
び運搬を容易にするために、Ｊ字形フック（図示せず）などの適切なフックを持ち上げ用
出っ張り２３０の開口に挿入することができる。チェーンがフックに取り付けられて、次
いで、ＥＣＲ装置２００を簡便に持ち上げるまたは引き上げることができる。
【００３３】
　各端部フランジ１０６、１０８は、単にフランジ固定装置２１４を取り外すのみで容易
にかつ簡便に開くことができる。第１の端部フランジ１０６のみを開いて、電極実装フレ
ーム２０２にアクセスすることが可能である。さらに、端子電極２０４は共に同じ向きで
構成され、第１の端部フランジ１０６に接近して配置されるため、任意の保守を完了する
ために、第１の端部フランジ１０６のみを取り外せばよい。現場での定期保守および交換
を行うために、電極２０４Ｂおよび端子電極２０４Ａは容易にアクセスされ得る。さらに
、必要に応じて、他の任意の電極プレートを取り外す必要なく、単一の電極２０４Ａ、２
０４Ｂを取り外すことが可能である。
【００３４】
　ここで図４を参照すると、端子導体バー２０６は、Ｏリング４０４などの適切な封止機
構を用いて、端部フランジに封着することができる。端部フランジ１０６、１０８は、一
体化流れ誘導器４０２をさらに含むことができる。誘導器４０２は、端部フランジ１０６
、１０８上で、プロセス流の流れを層流にするように構成された除去部分、または切り取
り部分とすることができる。誘導器４０２は、処理すべき流体流が、電極スタックの底部
と電極スタックの上部との間を蛇行する態様で流れるように構成することができる。確実
に電極２０４Ａ、２０４Ｂが一連の水平配置で構成されるようにすることで、かつ、確実
に電解槽が電解槽の底部に１つの入口と上部に１つの出口とのみを有するようにすること
で、すべての電極にわたる流体流の連続流れをもたらすことができる。この構成は、水平
に配置された電極２０４Ａ、２０４Ｂの全幅にわたって、妨げるもののない層流流れを可
能にする。
【００３５】
　別の実施形態によれば、流体流を処理する方法が本明細書で開示される。方法は、流体
流の処理を容易にする、前に説明したＥＣＲ装置の実施形態を用意することを含む。流体
流は、管状電解槽に合致する下部四分円でＥＣＲ装置に流入することができ、電解槽に合
致する上部四分円で電解槽から出ることができる。ＥＣＲ装置は、電気化学的酸化によっ
て様々な形態のバクテリアを殺菌し、懸濁粒子の凝固により、懸濁固形物をプロセス流か
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ら分離して塊状にすることができる。より具体的には、ＥＣＲ装置は、付加的なガス取り
扱い、または他の固形物除去装置が必要とされる大気浴または静的構成ではなく、加圧式
工業プロセスで使用することができる。
【００３６】
　一態様では、加圧塩性海水が流体流と混合されてプロセス流を形成することができる。
加圧海水流は、特定の電気化学反応を起こすための既知の塩分をもたらし、加圧海水流は
、電解槽の電圧が下がり、電力が削減されるように、廃水流の導電性を改善する。ＥＣＲ
装置は、塩性海水を追加することなしに、より高い動作電圧（電力）で、塩素系殺菌化合
物を形成することなく動作することもできる。必要とされる殺菌作用を提供するために、
水酸化物、過酸化物などの他の酸化体が形成され得る。
【００３７】
　プロセス流の処理は、生物学的酸素要求量（ＢＯＤ）および化学的酸素要求量（ＣＯＤ
）を大きくする汚染物の除去を必要とすることがある。プロセス流の処理はまた、糞便性
大腸菌などの有害なバクテリアの除去および駆除と共に、固形廃物の除去を必要とするこ
ともある。これらの汚染物は、可溶性でありまた不溶性である。可溶性の汚染物は、塩素
、次亜塩素酸塩、オゾン、過酸化物などの強酸化体で化学的に処理される。この最初の処
理ステップは、流体流をＥＣＲ装置に通す前に行うことができる。本出願人によるオムニ
ピュア（Ｏｍｎｉｐｕｒｅ）（商標）システムは、この最初の処理ステップに使用するこ
とができる。
【００３８】
　次の処理ステップは、汚染物（ＢＯＤ、ＣＯＤ、糞便性大腸菌など）をさらに含有する
プロセス流からの固形物の除去を含むことができる。ＥＣＲ装置は、これらの固形物の除
去を促進する環境をもたらすことを補助する。固形物は、微細コロイド粒子であり得る。
【００３９】
　プロセス流がＥＣＲ装置を通り抜けるときに、ＤＣが、水平に配置された電極スタック
間に通される。電気分解プロセス中、アノードは、電気化学的に溶解し／侵食され、一方
、カソードは不動態化されて溶解しない。アノード／犠牲電極は、水中でイオンを連続的
に発生させる。これらの放出されたイオンは、通常、金属水酸化物（典型的には水酸化鉄
）である。放出されたイオンは、微細な懸濁コロイド粒子の負の電荷を不安定にし、懸濁
コロイド固形物は、金属カチオンに容易に引き付けられる。これらの金属イオンは、電子
を含んだコロイド粒子を引き付けてまとめて綿状沈殿物にするための核として機能する。
これは、より大きく、より重い綿状物を形成し、次いで、この綿状物は、重力によって収
集タンク内で沈降し、処理済みの水は、排出する準備が整う。処理済みの流体または上澄
み液は、実質的に汚染物がない。
【００４０】
　ＥＣＲ装置を使用する流体処理の新規の態様では、最小の金属／電極消費量で、最適な
大きさの塊になった粒子または綿状物が形成される。これは、消耗品である電極の寿命を
延ばすことができ、電力の使用を最小限にすることもできる。さらに、綿状物が形成され
ると、液体流中の乱流が最小限に抑えられ、そのため、塊になった綿状物は粉々にならず
、容易に沈殿することができる。ａ）確実に電極実装フレーム内の電極が水平平面に配置
され、所定の距離で適切に離間するようにすることと、ｂ）流体流の速度を制御すること
と、ｃ）端部フランジに流れ誘導器を設けることで、蛇行する廃水流の適切な方向転換を
容易にすることとにより、最適な大きさの綿状物の形成に寄与することができる。
【００４１】
　水素ガスは、ＥＣＲ装置での電気凝固プロセスの反応の副産物である。ＥＣＲ装置で発
生した水素は、流体流／プロセス流の液体よりも軽い。水素は、その密度により、廃水流
よりも高速で移動する。したがって、加わった水素は、煙突効果またはベンチュリ効果の
ように作用し、廃水流の流れがＥＣＲ装置の底部から上部まで蛇行するときに増速され、
この増速により、電極プレートの洗浄が促進され、電極プレートと全動作電圧との間の抵
抗も小さくなり得る。
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【００４２】
　端部フランジの流れ誘導器は、電解槽内で連続プロセス流を蛇行流れに誘導することが
できる。電極が一連の水平配置を取ることと、電解槽が１つの入口および１つの出口を有
することとにより、連続流の流れがすべての電極プレートにわたることが可能になる。流
れの短絡は、電極の一連の水平配置による蛇行流れによって防止することができる。さら
に、蛇行流れは、従来のＥＣ装置に見られるように、プレートが垂直配置に向けられた場
合に発生する、すべての電極プレートにわたる一様な流れ分布を不可能にし得るスケール
または堆積物の形成を防止することができる。この従来の配置では、流入は流出と等しく
することができるが、プレートの各対間の一様かつ均等な流れは保証されない。最悪の場
合のシナリオでは、流れは、スタックにおけるプレートの１つまたは複数の対間で制限さ
れるか、または止まることさえあり得るが、作業者は、この状況に気付くことができない
。他方で、ＥＣＲ装置への電力供給は、本明細書で説明したように、船上のＰＬＣ（プロ
グラマブルロジックコントローラ）によって制御することができる。ＥＣＲ装置へ向かう
プロセス流および電圧は、連続的に観測することができる。したがって、流れが任意の２
つの電極プレート間で制限されるか、または止まった場合に、ＥＣＲ装置内の過熱および
水素の万一の爆発の前に、作業者は、従来の技術を使用して電圧上昇などを即座に知るこ
とができる。
【００４３】
　ＥＣＲ装置を出た処理済みの流れは、ガス抜き容器までパイプで送ることができる。こ
れは、水素ガス抜きを可能にする。ガス抜きステップは、凝集粒子を重力で分離する能力
をさらに高めることができる。凝集粒子は、ガス抜き容器の下の沈殿タンク内で分離する
ことができる。沈殿タンクは、埋め立てごみ処理地に排出するのに適し得る殺菌固形物を
除去するために、およびクラスＢとしてさらに処理するために、沈殿固形物を収集するた
めの傾斜付き底部を有することができる。沈殿タンクの上部の上澄み液は、排出要件を満
たし、処理システムから放出することができる品質を有することができる。例えば、処理
プロセスは、生で未処理の流入水からの廃棄固形物に対処する必要をなくすと同時に、国
際海事機関（ＩＭＯ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｒｉｔｉｍｅ　Ｏｒｇａｎｉｚａ
ｔｉｏｎ）のＭＥＰＣ　１５９（５５）およびＭＥＰＣ　２２７（６４）の要件の範囲内
の十分な上澄み液品質をもたらすことができる。
【００４４】
　別の実施形態によれば、高圧および高速モードでのＥＣＲ装置の動作は、ＥＣＲ装置の
電解槽の管状構造によって容易になる。実施形態によれば、電極スタックの新規の洗浄手
順が開示される。プロセスは、高い圧力状態下で電解槽の底部の入口から水を通すことを
含む。水は、上に向かって電極スタックの電極を流れ、電解槽の上部の出口から出ること
ができる。プロセスは、高い圧力状態下で電極スタックを空気で洗浄することをさらに含
む。空気は、出口から通され、下に向かって電極スタックの電極を流れ、入口から出るこ
とができる。洗浄手順は、約０．５５２ＭＰａ～約０．８２７ＭＰａ（約８０ｐｓｉ～約
１２０ｐｓｉ）の高圧状態下において所定の時間間隔で実施される。１つの例示的な実施
形態では、ＥＣＲ装置内の圧力は、空気洗浄に対して０．５５２ＭＰａ（８０ｐｓｉ）を
かける一方で、前後の水洗時にそれぞれ約０．１０３ＭＰａおよび０．２４１ＭＰａ（約
１５ｐｓｉおよび３５ｐｓｉ）に維持される。
【００４５】
　ＥＣＲ装置は、タンクベースの相当する従来のＥＣ装置と異なり、電解槽の本体の任意
の漏洩および物理的変形なしに、かなりの高圧状態下での現場洗浄に耐えることができる
。例えば、様々な構成要素、すなわち、端子電極および中間電極、導体バー、Ｏリングシ
ール、スタッドなどは、高圧バックフラッシュに耐えることができ、一様に摩耗すること
ができる。電極の寸法変化および重量の減少は、電極スタック全体にわたって等しくする
ことができる。電極は、ウォータハンマ効果に対する見て分かる任意の目安を示さない。
実施形態によれば、電極の性能を最適にし、摩耗を均一にするために、電極の極性は、動
作時に、定期的に（少なくとも１５分ごとに１回）逆にすべきである。
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【００４６】
　動作サイクルの合間の一連の高圧空気および水のバックフラッシュ浄化により、長時間
にわたる手作業の洗浄なしに、スケール付着が最小限になり、電極は、より効率的に機能
することができる。動作電圧は、動作時間およびスケールの蓄積に比例して高くなること
があり、動作電圧は、スケールが除去された場合に低くなり得る。実施形態によれば、洗
浄手順により、必要とされる使用状態にある電極板は、交換しなければならなくなるまで
に１５００使用時間を超えて機能できることが保証される。
【００４７】
　洗浄は、当技術分野で公知の様々な制御システムを使用して自動化することができる。
そのような高圧洗浄手順は、高く帯電した粒子の連続形成を容易にし、電極の手作業の洗
浄を最小限にすることができる。これはまた、作業者による保守／手作業洗浄を最小限に
することができ、任意の装置の中断時間を大幅に短縮することができる。自動化洗浄プロ
セスは、より効果的でより均質の洗浄作業をもたらすこともできる。
【００４８】
　ＥＣＲ装置は、小さい設置面積を特徴とする、設置および保守が容易な軽量のモジュー
ル式システムである。ＥＣＲ装置の構築に必要なコストは、従来のＥＣ装置よりも大幅に
低い。これは、ＥＣＲ装置が予備製造された標準構成要素を含むことによる。ＥＣＲ装置
の組立には、構成要素を保持するための最小限の接着および固定具があればよい。接着は
最小限でよいため、漏れの発生するリスクも最小限になる。
【００４９】
　顕著なコスト節減の他に、ＥＣＲ装置は、定期保守を行う作業者にとってより安全であ
り、危険なピンチポイント、電極スタックの移動、およびより重い電極プレートの手作業
による持ち上げの可能性を低くする。ＥＣＲ装置は、電極を交換する場合に前からのアク
セスを好都合に可能にし得る。ＥＣＲ装置は、人間が触れる恐れのある露出した電気接続
部または電極プレートがないため、作業者を保護することができる。
【００５０】
　本明細書で開示したＥＣＲ装置の１つまたは複数の実施形態は、廃水を処理する任意の
システムで使用することができる。例えば、ＥＣＲ装置は、米国特許第８４６５６５３号
明細書で開示されたシステムにおいて、その特許で開示された電気凝固装置の代わりに使
用することができ、この特許の内容はその全体が本明細書に援用される。
【００５１】
　ＥＣＲ装置は、例えば、水圧破壊の逆流水（ｆｒａｃ　ｆｌｏｗｂａｃｋ）および生成
水の処理、ならびに様々な廃水流からの金属および汚染物の除去（例えば、リン酸塩）な
ど、廃水処理および回収のための様々な電気凝固用途で使用することができる。
【００５２】
　添付図面を参照した上記の説明は、特許請求の範囲およびその均等物によって規定され
る本発明の例示的な実施形態の包括的理解を促進するために提供される。したがって、当
業者には、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、本明細書で説明した実施形態
の様々な変更形態および修正形態をなし得ると分かるであろう。さらに、公知の機能およ
び構造の説明は、明確および簡潔にするために省力されていることがある。
【００５３】
　上記の説明および特許請求の範囲で使用される用語および文言は、文献上の意味に限定
されず、本発明の明確で一貫した理解を可能にするために、本発明者によって使用される
に過ぎない。したがって、当業者には明らかであるが、本発明の例示的な実施形態の以下
の説明は、添付の特許請求の範囲およびその均等物によって規定される本発明を限定する
ためではなく、単に例示目的で提示される。
【００５４】
　ＥＣＲ装置および方法は、様々な構成要素「を含む」、「含有する」、または「包含す
る」という用語で説明されるが、方法は、様々な構成要素およびステップ「から基本的に
構成される」または「から構成される」こともできる。特に、本明細書で開示される（「
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範な値の範囲内に包含されるすべての数値および範囲を示すと解釈すべきである。さらに
、特許請求の範囲にある用語は、別途特許権所有者によって明示的かつ明確に定義されな
い限り、明白な通常の意味を有する。さらに、本明細書で使用する「１つの（ａ）」また
は「１つの（ａｎ）」という用語は、この用語が修飾する要素が１つまたは２つ以上存在
することを意味すると定義される。本明細書と、参照により本明細書に援用することがで
きる１つまたは複数の特許または他の文献とにおいて、文言または用語の使用法に任意の
相反がある場合、本明細書と整合の取れた定義が採用されなければならない。
【００５５】
　当然のことながら、単数形「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」および「その（ｔｈ
ｅ）」は、文脈により別途明確に規定されない限り、複数の指示物を含む。本明細書で使
用される場合、「含む」、「有する」、「包含する」およびそれらのすべての文法的変異
は、その他の要素またはステップを排除しない、自由で非限定的な意味を有することをそ
れぞれ意図されている。当然のことながら、本明細書で使用される場合、「内側の」およ
び「外側の」、「第１の」および「第２の」など、「上部の」および「下部の」などは任
意に指定され、場合によっては、単に２つ以上の面、電極、カバーなどを区別することを
意図され、任意の特定の向きおよび順序を示すものではない。さらに、当然のことながら
、「第１の」という用語の単なる使用は、任意の「第２のもの」が存在することを必要と
せず、「第２の」という用語の単なる使用は、任意の「第３のもの」などが存在すること
を必要としない。
【００５６】
　適宜、ＥＣＲ装置は、目的を達成し、説明した利点、さらにはＥＣＲ装置に固有の利点
が得られるように適切に構成される。本発明は、本明細書の教示の恩恵を受ける当業者に
は明らかである、様々であるが均等な態様で修正および実施できることから、上記に開示
した特定の実施形態は単なる例示に過ぎない。さらに、添付の特許請求の範囲に記載した
通りのもの以外の、本明細書に示した構造または設計の細部に対する限定は意図されてい
ない。したがって、上記に開示された特定の例示的実施形態は、変更または修正すること
ができ、そのような変形形態のすべては、本発明の範囲および趣旨の範囲内であると考え
られる。
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